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福岡県では、ハンセン病問題に関する普及啓発等の事業を実施している福岡県ハンセン病協会とともに、
里帰り事業や見舞金品の支給、療養所の施設見学研修等を毎年実施しています。また、ハンセン病問題
を正しく理解していただくため、リーフレット、冊子の配布等の啓発事業を行っています。

ハンセン病問題に取り組んでいくこととしています。
今後も、皆様の意見、要望をお聞きしながら、

2025年（令和7年）5月1日現在、全国で641名の方が、
ハンセン病の療養所で生活をしています。
入所されている方の平均年齢は、
約89歳と高齢になっています。

※（　）内は2025年（令和7年）5月1日現在の入所者数
※神山復生病院は私立、その他は国立です。
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　ハンセン病の患者・元患者の皆さんに対するいわれのない偏見や差別を解消するた
めに、ハンセン病問題に関する正しい知識の普及啓発を行うことや、名誉回復及び福
祉の増進に努めることとされました。
　また、2008年（平成20年）6月には、「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が
制定され、療養所の土地、建物等を地域に開放できるようになり、2012年（平成24年）
には、菊池恵楓園と多摩全生園に保育所が開設されました。

きくち け い ふ うえん たまぜ んしょうえん

　ハンセン病問題とは、近代以降の国の誤ったハンセン病対策が原因で、ハンセン病
患者・元患者や家族が差別を受けた人権問題です。
　ハンセン病の患者・元患者には、1996年（平成8年）に「らい予防法」が廃止される
まで、療養所への隔離政策が取られていました。
　日本では1947年にプロミンによる治療が始まり、治る病気になったにもかかわらず、
国が療養所等の予算の確保を優先し、らい予防法を廃止しなかったことや、私たち国民の
無関心、あるいはハンセン病についての理解不足により、強制収容が続けられたのです。

　　2001年（平成13年）5月11日に熊本地裁は、「医学的知見などを総合すると、遅くと
も1960年（昭和35年）以降、隔離の必要性は失われ、らい予防法の違憲性は明白だった」
として、国の全面的な責任を認め、総額18億円余の賠償を命じました。
2001年（平成13年）5月23日に国が控訴断念を決定し、25日に判決が確定しました。　

　また、2019年（令和元年）、ハンセン病政策により家族も差別や偏見の被害を受けた
として、元患者の家族が国を相手に起こしたハンセン病家族訴訟についても、熊本地裁
で原告勝訴の判決が下されました。

1907年（明治40年） 年
（平成8年）の「らい予防法」廃止まで、長年にわたり続けら
れてきました。また全国で、ハンセン病患者をなくそうとする
「無らい県運動」が官民一体となって行われました。

（注1）懲戒検束権：1916年（大正5年）に定められ、療養所長に、7日以内常食量の2分の1
　　　　　　　　　　までの減食、30日以内の監禁などの懲戒権が与えられました。

　政府はハンセン病療養所入所者・退所者の皆さんに対し、長年にわたる国の隔離政策
により人権を大きく侵害・制約されたことや、偏見と差別の中で多大な苦痛・苦難を強
いてきたことを謝罪しました。

の「癩予防ニ関スル件」制定から1996
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、

●厚生労働省（ハンセン病に関する情報ページ） ●法務省（ハンセン病患者・元患者やその家族に対する
　偏見や差別をなくそう）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00151.html
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誤った

ハンセン病問題について、正しい知識と理解を持つこと。
これが差別や偏見をなくす第一歩なのです。
このリーフレットをきっかけに、一人でも多くの人たちに
ハンセン病問題のことを正しく知ってほしいのです。

こうした生活をハンセン病患者・元患者の皆さんは
長い間、強いられてきました。想像してみてください。


